
内閣府における「PPP/PFI の優先的検討」
及び「PPP/PFI 地域プラットフォーム」

に関する取組について

はじめに

PPP/PFI は，公共施設等の整備・運営に民間
事業者の資金や創意工夫を活用することにより，
効率的かつ効果的で良好な公共サービスを実現す
る手法である。PPP/PFI の導入は，地域におけ
るビジネス機会を創出・拡大して地域経済の好循
環を実現するとともに，地方公共団体の財政が厳
しさを増す中で，公的負担を抑制しながら公共施
設の維持管理・運営を効率的かつ効果的に実施す
ることが期待される。このため，「PPP/PFI 推進
アクションプラン」（以下，「アクションプラン」
という）（令和 7年改定版）において，新しい資
本主義の中核となる新たな官民連携の柱として
PPP/PFI を推進することが位置付けられている。
アクションプラン（令和 7年改定版）等の方針

に基づき，国や地方公共団体において PPP/PFI
が推進され，アクションプラン（令和 7年改定版）

に掲げる二つの目標（事業規模目標及び重点分野
における事業件数 10 年ターゲット）は順調に進
捗している（図－ 1）。今後も目標達成を目指し，
内閣府ではさまざまな支援等を実施していく。
特に，PPP/PFI の充実に向けては，活用される
地域の拡大と，各地域における PPP/PFI の継続
的な活用が重要である。公共施設等の整備等を行
う際にPPP/PFI 手法を優先的に検討することを定
める「優先的検討規程」など，PPP/PFI 手法を積
極的に検討する仕組みやPDCAサイクルの下，事
後評価等を通じて手法の改善を検討する仕組みの
定着を促進するとともに，PPP/PFI 地域プラット
フォーム（以下，「地域プラットフォーム」という）
など関係者の連携の場の構築等を推進し，各地域
における PPP/PFI の定着に取り組む必要がある。
本稿では「PPP/PFI の優先的検討」及び「地
域プラットフォーム」に関する取組を説明すると
ともに，令和 7 年 6 月 4 日に改定した「多様な
PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指
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図－ 1　アクションプラン（令和 7年改定版）の進捗状況
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針」（以下，「優先的検討指針」という），令和 7
年 5 月 12 日に改定した「PPP/PFI 地域プラット
フォーム設置・運用マニュアル」（以下，「マニュ
アル」という）について，ポイントを絞って紹介
する。

PPP/PFI の優先的検討の取組に
ついて

公共施設等の管理者等は，公共施設等の整備等
の方針を検討するにあたって，多様な PPP/PFI
手法の導入が適切かどうかを，自ら公共施設等の
整備等を行う従来型手法に優先して検討する仕組
み（優先的検討規程）を定め，的確に運用するこ
とが求められる。内閣府では，公共施設等の管理
者等が，優先的検討規程を定める場合によるべき
準則を定めた優先的検討指針を策定している。優
先的検討のプロセスのイメージは図－ 2のとおり
である。
優先的検討指針は，平成 27 年 6 月 30 日に閣議

決定された「経済財政運営と改革の基本方針
2015 〜経済再生なくして財政健全化なし〜」に
おいて，「国や例えば人口 20 万人以上の地方公共
団体等において，一定規模以上で民間の資金・ノ
ウハウの活用が効率的・効果的な事業について
は，多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討す
るよう促す仕組みを構築するとともに，その状況
を踏まえつつ，適用拡大していく」という内容が
盛り込まれたことを受け，同年 12 月 15 日の民間
資金等活用事業推進会議において決定されたもの
である。当時は人口 20 万人以上の地方公共団体

等に対して，平成 28 年度末までに優先的検討規
程の策定及び運用を要請した。
その後，国や地方公共団体において優先的検討
規程の策定及び運用が進み，一定程度の案件形成
が確認されたため，令和 3年度には，その策定対
象の地方公共団体の人口規模について「10 万人
以上」とする改定を行って，優先的検討規程の策
定と運用が進められてきた。
今年度（令和 7年度）改定した優先的検討指針
の内容は，地方公共団体における PPP/PFI 事業
の実施状況や優先的検討規程の策定状況等を踏ま
え，⑴優先的検討規程の策定及び運用が求められ
る地方公共団体の対象の拡大，⑵分野横断型・広
域型 PPP/PFI の案件形成の促進及び⑶地域人材
の育成，地域資源の活用，地域企業の参画・取引
拡大・雇用機会創出，にぎわい創出，カーボンニ
ュートラルの実現に向けた脱炭素化，防災・減災
など地域経済・社会に対し公共サービス水準の向
上，経済的価値の向上及び社会的価値の向上の観
点から民間事業者が創出する多様な効果（以下，
「多様な効果」という）の評価の促進に関する事
項を追記するとともに，⑷対象事業の基準の柔軟
な設定を可能とすることで，PPP/PFI のさらな
る推進を図るものである。⑴〜⑷の概要は，次の
とおりである。

⑴　優先的検討規程の策定及び運用が求められる
地方公共団体の対象の拡大
優先的検討規程の策定及び運用が求められる地
方公共団体の人口について「10 万人以上」を「5

万人以上」とすることで，地方公共団体に
おける PPP/PFI のさらなる導入促進を図
る。
図－ 3に示すとおり，人口 5 万人以上
20 万人未満の地方公共団体における PFI
事業実施方針の公表件数や優先的検討規程
を策定した団体数が増加しているため，そ
の策定及び運用が求められる地方公共団体
の人口について「10 万人以上」を「5万人
以上」とするものである。
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図－ 2　優先的検討のプロセスのイメージ
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⑵　分野横断型・広域型 PPP/PFIの案件形成の
促進
優先的検討の開始時期において分野横断型・広
域型 PPP/PFI の検討を促進することを追記し，
分野横断型・広域型 PPP/PFI の案件形成の促進
を図る。
アクションプラン（令和 6年改定版）の主要事
項の一つとして「分野横断型・広域型 PPP/PFI
の形成促進」が打ち出され，「経済財政運営と改
革の基本方針 2024」（以下，「骨太の方針 2024」
という）においても「民間企業の努力や創意工夫
により適正な利益を得られる環境の構築ととも
に，分野横断型・広域型の案件形成を促進する」
とされたために改定を行うものである。

⑶　多様な効果の評価の促進
優先的検討における簡易な検討及び詳細な検討
の評価基準に多様な効果の評価を促進することを
追記し，PPP/PFI のさらなる導入促進を図る。
アクションプラン（令和 6年改定版）において，

「コストカット型経済から脱却し，『新たな成長型
経済』への移行に応じ，行政においては『歳出の
効率化』，民間事業者においては『利益の創出』，
住民においては『サービスの向上』という視点か
ら推進していく必要がある」とされ，地域人材の
育成，地域資源の活用，地域企業の参画・取引拡

大・雇用機会創出，にぎわい創出，カーボンニュ
ートラルの実現に向けた脱炭素化，防災・減災な
ど地域経済・社会に対し公共サービス水準の向上
といった，経済的価値の向上及び社会的価値の向
上の観点から民間事業者が創出する多様な効果の
評価を促進するために改定を行うものである。

⑷　対象事業の基準の柔軟な設定
優先的検討の対象事業の基準が「事業費の総額
が 10 億円以上の公共施設整備事業※又は単年度
の事業費が 1億円以上の公共施設整備事業」とさ
れているところ，事業規模が当該基準を下回る公
共施設整備事業を行う場合に柔軟に設定できるよ
う修正することで，PPP/PFI のさらなる導入促
進を図る。
アクションプラン（令和 6年改定版）における
コストカット型経済からの脱却に係る記載や，骨
太の方針 2024 における「空き家等の既存ストッ
クを活用するスモールコンセッション等の普及を
促進する」との記載を踏まえ，対象事業の基準の
柔軟な設定を可能とする必要があるために改定を
行うものである。
※�民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に
関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第 2 条第 2 項
に規定する公共施設等の整備等に関する事業のこと。

前述した今回の優先的検討指針の改定内容を踏

※令和６年度 PPP/PFIの実施状況等に関する調査に基づく集計結果

※令和３年度 PPP/PFIの実施状況等に関する調査に基づく集計結果

図－ 3　優先的検討規程の策定状況と PFI事業の実施状況

52 建設マネジメント技術　　2025 年 8 月号

建マネ2508_07_行政情報_五.indd   52建マネ2508_07_行政情報_五.indd   52 2025/08/04   13:312025/08/04   13:31



まえ，主に次の内容について，令和 7年 6月 4日
に内閣府政策統括官（経済社会システム担当）と
総務省大臣官房地域力創造審議官の連名で技術的
な助言に基づき通知を行った。

【主な通知内容】
人口 5万人以上の地方公共団体のうち規程を未
策定の団体には早急に規程を策定していただき，
人口 5万人未満の地方公共団体においても，必要
に応じて同様の取組を行っていただきたい。
さらに，規程を策定済の地方公共団体において
も，今般指針の改定内容を踏まえて，既存の規程
の改定を行っていただきたい。
その際，特に，急速に人口減少が進む中，一層
の歳出の効率化，不足する地方公共団体職員の補
完を図るため，PPP/PFI 事業において民間事業
者の参入を促進するには一定の事業規模を確保す
ることが望ましく，地方公共団体においては，類
似施設・共通業務の統合による効率化を図ること
又は地方公共団体間の連携による業務の効率化・
補完を図る観点から，分野横断型・広域型 PPP/
PFI の案件形成の促進が有効となる。
こうした中で，都道府県・政令指定都市等の人
口の多い地方公共団体には，分野横断型・広域型
PPP/PFI の案件形成を行う中で中核的な役割を
果たすことが求められる。

PPP/PFI 地域プラットフォーム
の取組について

⑴　地域プラットフォームについて
地域プラットフォームとは，地域の企業，金融
機関，地方公共団体等が集まり，PPP/PFI 事業
のノウハウ習得と案件形成能力の向上を図り，具
体の案件形成を目指した取組を行う活動の場のこ
とである。
アクションプラン（令和 7年改定版）において，
遅くとも令和 8年度までに地域プラットフォーム
の全都道府県への展開を図ることとしており，令
和 7年 6 月末現在で，設置済みが 43 都府県，未
設置が 4道県である（図－ 4）。未設置の 4道県

については，内閣府として引き続き，設置できる
よう支援していく。
地域プラットフォームの活用によって，地域の
関係者の PPP/PFI に対する理解度や，地域の多
様な事業分野の民間企業の企画力・提案力・事業
推進力の向上と，その能力を活用した案件形成の
促進などの効果が見込まれる。地域プラットフォ
ームには主に次のような機能がある。

①　普及啓発・人材育成機能
PPP/PFI の基礎的な内容や事例研究等につい
てセミナーを開催することや，地方公共団体職員
に対し，具体的な案件形成ができる人材育成を推
進することなど
②　情報発信・官民対話機能
具体の PPP/PFI 候補案件について，行政から
の情報提供の上，官民対話等を実施し，事業化に
向け次段階へ推進することや，案件の市場性の有
無，事業のアイデア提供，民間事業者の参入意向
や参入条件等を意見聴取することなど
③　交流促進機能
地元企業によるコンソーシアム組成を容易にす
る異業種間のネットワークを構築することなど

⑵　協定プラットフォームについて
地域プラットフォームは，地域の各主体におけ
る PPP/PFI に取り組む上での課題を解決するた
めの取組を行う場として有効であることから，内

3

図－ 4　 都道府県における地域プラットフォーム設
置状況

建設マネジメント技術　　2025 年 8 月号 53

建マネ2508_07_行政情報_五.indd   53建マネ2508_07_行政情報_五.indd   53 2025/08/04   13:312025/08/04   13:31



閣府と国土交通省では平成 30 年度から，地域プ
ラットフォームのうち，その代表者と協定を結ん
だものを「協定プラットフォーム」と位置付け活
動を支援している。
これは，一定の活動の実施が担保されている等
の要件を満たす地域プラットフォームに対し，内
閣府の職員や専門家を講師として派遣したり，地
域プラットフォームを通じて検討している PPP/
PFI 事業に関する企画・構想の事業化を支援した
りするなどにより，地域プラットフォームの活動
を支援するための制度である。協定プラットフォ
ームのイメージは図－ 5のとおりである。

⑶　地域プラットフォームへの支援について
アクションプラン（令和 6年改定版）における
四つの主要事項の一つ，「PPP/PFI による地方創
生の推進」の中で地域プラットフォームの効果的
な運用に向けた取組が盛り込まれており，地域プ
ラットフォームを効果的に運用し，構想段階から
継続的・安定的に官民対話を行って具体の案件形
成につなげる取組を支援する必要がある。この具
体施策の一つとして，内閣府では調査費による
「地域プラットフォーム形成・運営支援」を実施
している。
「形成支援型」は，地域プラットフォームの継
続的・安定的な取組実施を通じて，多様な PPP/
PFI 案件の形成を目指す地方公共団体等を対象
に，コンサルタントを派遣し，地域プラットフォ
ームの計画・設置から支援終了後の進め方の検討

までを支援するものであり，
・構成員の決定，活動計画策定の支援
・セミナー等の開催準備，企画立案，運営の支援
・支援終了後の継続的な運営体制構築や運営方法
について助言
を行っている。
「運営課題解決型」は，継続的・安定的な運営
に明確な課題があり，本支援を受ける合意形成が
図られている地域プラットフォームを対象に，コ
ンサルタントを派遣し，地域プラットフォームに
関する運営課題の解決策の検討・実施を支援する
ものであり，
・運営課題の解決策の検討に参考となる情報提供
や助言
・解決策の実施のために必要な関係者との調整，
資料作成，セミナー・官民対話等の運営補助
を行っている。

⑷　PPP/PFI地域プラットフォーム設置・運用
マニュアルについて
内閣府と国土交通省では，地域プラットフォー
ムの一層の形成促進及び具体の案件形成につなが
る効果的な運用を推進するために，マニュアルを
平成 29 年 3 月に作成し，地方公共団体等が地域
プラットフォームを形成・運用するにあたり必要
な業務を整理し，モデル地域の取組事例を用いて
具体的にその進め方を示している。
その後，令和 5年度と今年度（令和 7年度）に
これまでの取組実績等を反映する改定を行った。
今年度（令和 7年 5 月 12 日付）の改定は，前述
したように，アクションプラン（令和 6年改定版）
における四つの主要事項の一つ，「PPP/PFI によ
る地方創生の推進」の中で地域プラットフォーム
の効果的な運用に向けた取組が盛り込まれたこと
を受け，地域プラットフォームを効果的に運用
し，構想段階から継続的・安定的に官民対話を行
って具体の案件形成につなげる取組を支援する必
要から改定したものである。改定のポイントは次
のとおりである。

図－ 5　協定プラットフォームのイメージ
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①　地域プラットフォームの設置を支援するため
の主な追加事項
1）�　地域プラットフォーム設置に向けての機運
醸成
地域プラットフォームの円滑な始動による早

期からの自立した運用を目指すため，地域プラ
ットフォーム設置前のセミナーなどの取組内容
を掲載
2）�　地域プラットフォームの構成員としての参
画意義の再整理
地域プラットフォームに多様な主体の参画を

促進するため，大学や研究機関を含めた関係者
の参画意義を再整理
②　地域プラットフォームの効果的な運用を支援
するための主な追加事項
1）　自律的な運用に向けた機能拡充
官からの情報発信を踏まえた官民対話を継続

的・安定的に実施していくために，地域プラッ
トフォームの運用を段階的に発展させるための
課題と対応策の例示を掲載
2）　案件形成のための情報発信に関する取組
官民対話の仕組みの強化を図るため，ロング

リスト作成や活用の実務の流れを整理するとと
もに，実際に公表されている地方公共団体のロ
ングリスト・ショートリストを掲載
3）�　地域プラットフォームにおける工夫した取
組事例の紹介
地域プラットフォームの取組事例の紹介を拡

充するとともに，特徴的な取組事例についてコ
ラム形式で掲載
③　地域プラットフォームのさらなる活用のため
の主な追加事項
1）　広域型の地域プラットフォームの活用
アクションプラン（令和 6年改定版）「分野

横断型・広域型 PPP/PFI 事業の形成促進」が
提示されたことを踏まえ，分野横断型・広域型
PPP/PFI 事業の形成促進を図る上での広域型
の地域プラットフォームの有用性，広域型の地

域プラットフォームの形成方法や地域プラット
フォーム同士の連携した取組を掲載
2）　官民対話の活用促進
各地域プラットフォームにおいて効果的に官
民対話を実施していくため，官民対話手法の特
徴の整理，民間提案制度との連携事例の紹介や
地域プラットフォームの官民対話にて使用され
ている様式・作業フローを掲載

地域プラットフォームや地方公共団体等に対し
マニュアルで情報提供を行うことで，広域型の地
域プラットフォームの設置やその効果的な運用等
を促進することを目指す。
各都道府県におかれては，今回改定されたマニ
ュアルを積極的に活用していただき，広域型の地
域プラットフォームの設置・運用を行うことで，
地域プラットフォームの活動が都道府県内全域に
わたるよう，主体的に参画いただきたい。
また，既に地域プラットフォームに参画してい
る地方公共団体におかれては，他団体の活動事例
を参考に地域プラットフォームの活動をより活発
化させるとともに，具体の案件形成につなげるた
めの，官民対話などの取組を積極的に推進いただ
きたい。

おわりに

生産年齢人口の減少に伴う官民の担い手・技術
者の減少，公共施設等の老朽化等の課題が顕在化
しており，対応は待ったなしの状況である。公共
施設等の整備・管理を効率よく行い，持続可能で
活力ある社会を実現するため，PPP/PFI の活用
が不可欠である。内閣府では本稿で紹介した内容
をはじめ，産官学金の関係者の皆さまが PPP/
PFI を効率的・効果的に推進するための環境整備
を今後とも進めていく。引き続き皆さまと連携を
深めご協力を得ながら，PPP/PFI に関する施策
を推進してまいりたい。

4

建設マネジメント技術　　2025 年 8 月号 55

建マネ2508_07_行政情報_五.indd   55建マネ2508_07_行政情報_五.indd   55 2025/08/04   13:312025/08/04   13:31


